
 

 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付要領 

 

 

 

（通則） 

第１条 紀南中核的交流施設整備事業支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、三重県補助金等交付規則（昭和 37 年三重県規則第 34号、以下「規則」

という。）及び地域振興部関係補助金等交付要綱（平成 14 年 3 月 29 日三重県告

示第 207 号）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、紀南中核的交流施設の整備等に係る費用の一部を補助すること

により、紀南地域の集客交流の促進を図り、もって紀南地域の振興に資すること

を目的とする。 

 

（交付の対象等） 

第３条 紀南地域において滞在型の集客交流の取組を進め、もって紀南地域の振興を図

るため、県が策定した紀南中核的交流施設整備基本構想に掲げる施設の整備・運

営（以下「補助事業」という。）を行う民間事業者に対し、予算の範囲内で補助

金を交付するものとする。 

  ２ 補助金の額は、次の各号に定める経費（以下「補助対象事業費」という。）の

10分の 9以内とする。 

(1) 施設建設に要する経費 

ア 調査設計費 

イ 基盤整備に要する経費 

ウ 施設整備に要する経費 

エ 什器備品費（１点の取得価額が３０万円以上の機械及び器具） 

(2) 開業準備に要する経費 

 ア 施設機能に基づく事業実施に必要な経費 

 イ その他、開業に必要と認められる経費 

(3) 前２号(1)―イ、ウ及びエに要する長期借入金にかかる利子 

 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、様式第１号による申請書正副各 1通

に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号その１） 

(2) 事業収支予算書（様式第２号その２）又はこれに代わる書類 

(3) 工事の施行にあっては実施設計書 

(4) 事業費の積算書及び見積書（契約の予定を証明する書類）又は契約書の写し 

(5) 工事費及び利子の資金返済計画 

(6) その他知事が必要と認める書類 

  ２ 前項の規定に知事がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略さ

せることができる。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（交付の決定） 

第５条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、速

やかに補助金の交付の決定をするものとする。ただし、運営期間における補助金

の交付の申請については、第１７条の実績報告書の提出があり、審査の結果その

内容が適当であると認める場合に補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事

項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。 

３ 前項の規定により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交

付の決定をするに当っては、その申請に係る当該補助事業の遂行を不当に困難と

させないようにしなければならない。 

  

（交付の条件） 

第６条 知事は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成

するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。 

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更（第９条第１項各号

に該当する軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の承認を受ける

べきこと。 

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経

費の使用方法に関すること。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべき

こと。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。 

(5) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる

場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付し

た補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきこと。 

(6) その他知事が必要と認める条件 

 

（決定の通知） 

第７条 知事は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに

条件を付けた場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなけれ

ばならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合におい

て、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服

があるときは、申請の取下げをすることができる。 

  ２ 前項の規定により、申請の取下げをしようとする者は、交付決定の通知のあっ

た日から7日以内に様式第３号による届出書正副各1通を知事に提出しなければ

ならない。 

  ３ 前２項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交

付の決定はなかったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 （計画変更の承認） 

第９条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該

当するときは、事前に様式第４号による変更等承認申請書正副各 1通を知事に提

出し、その承認を受けなければならない。 

(1)  経費の配分を変更するとき。ただし、第３条第２項に掲げる経費区分相互

間における増減であって、それぞれ配分額のいずれか低い額の２０パーセント

を超えるもの以外の軽微な変更を除く。 

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

 ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める

必要がある場合 

 イ 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意に

より計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考

えられる場合 

 ウ 補助目的及び事業能率に関係なき事業計画の細部の変更である場合 

  

（事情変更による決定の取消等） 

第 10条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事業の変更によ

り、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消

し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。ただ

し、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

  ２ 知事が前項の規定により補助金の交付の決定を取消すことのできる場合は、次

の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用する

ことができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれ

る部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事

業を遂行することができない場合（補助事業者の責に帰すべき事情による場合

を除く。） 

３ 知事は、前項の規定による補助金の交付の決定の取消により特別に必要となっ

た事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金を交付することがで

きる。 

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

   (2) 補助事業を行なうため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支

払に要する経費 

  ４ 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費に対する割合その他その交付につ 

いては、第一項の規定による取消に係る補助事業についての補助金に準ずるもの 

とする。 

５ 第７条の規定は、第１項の取消又は変更をした場合に準用する。 

  

（補助事業の遂行） 

第 11条 補助事業者は、法令の定並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた

条件その他法令に基づく知事の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をも

って補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用を

してはならない。 

 

 

 

 



 

 

 

 

（事業着手） 

第 12条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、様式第５号による着手届出書正

副各 1通を遅滞なく知事に提出しなければならない。 

    なお、やむを得ず、交付決定前に着手する場合は、様式第５―２号による、事

前着工届出書正副各 1通を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第 13条 補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとする場合においては、様 

式第４号による承認申請書正副各 1通を知事に提出し、その承認を受けなければ 

ならない。 

 

（事業遅延の報告） 

第 14条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれ

る場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、当初完了予定期日の

7日前までに様式第６号による報告書正副各 1通を知事に提出し、その指示を受

けなければならない。 

 

（状況報告） 

第 15 条 補助事業者は、建設期間においては毎四半期（第 4・四半期を除く）終了後、

14 日以内に前期における補助事業の遂行状況に関し、様式第７号による補助事

業進行状況報告書正副各 1 通を別に定める書類を添えて知事に提出しなければ

ならない。ただし、当該四半期に補助事業を完了し又は廃止した補助事業者につ

いてはこの限りでない。 

 

（補助事業の遂行の指示） 

第 16条 知事は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めると

きは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示する

ことができる。 

  ２ 知事は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該

補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。 

３ 知事は、前項の一時停止を命じる場合においては、補助事業者が当該補助金の

交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合させるための措置をとらないと

きは、第 21 条第１項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取

消す旨を明らかにするものとする。 

 

（実績報告） 

第 17 条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止した場合を含む。以下同じ。）した日か

ら起算して、14日を経過した日又は翌年度の 4月 5日のいずれか早い期日まで

に、様式第８号による事業実績報告書正副各 1通に別に定める書類を添えて知事

に提出しなければならない。 

   

（補助金の額の確定） 

第 18 条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合

においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、そ

の報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条

件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定するものとする。 

２ 第７条の規定は、前項の確定した場合に準用する。 



 

 

 

 

（是正措置の指示） 

第 19 条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合

において、その報告に係る補助事業の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に

適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置

をとるべきことを当該補助事業者に指示するものとする。 

２ 第１６条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業に準用する。 

 

（補助金の交付） 

第 20 条 補助金の支払は、第 18条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

これを行うものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するため必要

があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。 

  ２ 知事は、前項ただし書の規定による概算払をする場合においては、三重県会計

規則（昭和 39 年三重県規則第 15 号）第４６条第１項第３号の規定にかかわら

ず、必要と認める額を概算払することができる。 

  ３ 補助事業者は、第１項の規定により補助金の支払を受けようとする場合におい

ては様式第９号による補助金支払請求書正副各 1 通を知事に提出しなければな

らない。 

 

（決定の取消） 

第 21条 知事は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

   (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

   (2) 第 11条の規定に違反して補助金を他の用途に使用したとき。 

   (3) 第25条の規定に違反して承認を受けないで補助事業により取得した財産を

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供したとき。 

   (4) 正当な理由がなく第26条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、

補助事業の内容が確認できないとき。 

   (5) 前各号のほか補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた

条件に違反したとき又は知事の指示に従わなかったとき。 

  ２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお 

いても適用があるものとする。 

３ 第７条の規定は、第１項の規定による取消をした場合に準用する。 

 

（補助金の返還） 

第 22条 知事は、補助金の交付の決定を取消した場合において補助事業の当該取消に

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還

を命じるものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じる

ものとする。 

３ 知事は、第１項の返還の請求に係る補助金の交付の決定の取消が前条第２項の

規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、

補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは

一部を取消すことができる。 

４ 第７条の規定は、第１項から第３項までの規定により、補助金の返還又はその

取消若しくは返還の期限の延長をした場合に準用する。 

 

 

 



 

 

 

 

（加算金及び延滞金） 

第 23 条 補助事業者は、第 21 条第１項の規定又は法令若しくは条例の規定による取

消に関し、補助金の返還を命じられたときは、その請求に係る補助金の受領の日

から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合にお

けるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき年 10.95％

の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

  ２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用に

ついては、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領した

ものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該

返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において

受領したものとする。 

  ３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合においては、補助事

業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金

額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てられたものとする。 

  ４ 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納めなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年

10.95％の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

  ５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じ

られた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の

期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した

額によるものとする。 

  ６ 知事は、第１項及び第４項の場合において、やむを得ない事情があると認める

ときは、補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

７ 第７条の規定は、前項の免除をした場合に準用する。 

 

（財産の管理等） 

第 24 条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その

効率的な運用を図らなければならない。 

  ２ 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、管理台帳を備え、管理

しなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第 25 条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじ

め様式第 10号による財産処分承認申請書正副各 1通を知事に提出し、その承認

を受けなければならない。 

  ２ 知事は補助事業者が補助事業により取得した財産を処分することにより、収入

があるときは、補助割合に応じて収入の一部を県に納付させることができる。 

  ３ 前項の規定は、補助事業者が第６条第１項第５号の規定による条件に基づき、

補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合並びに取得財産が減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省第 15 号）に定める耐用年数に

相当する期間を経過した場合については適用しない。 

４ 第７条の規定は、第１項の承認をした場合に準用する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

（立入調査等） 

第 26 条 知事は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告

を求め、又は当該職員にその施設、事務所等に立入らせ、帳簿書類その他の物件

を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（補助事業の経理） 

第 27 条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分

し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしなければならない。 

  ２ 補助事業者は、様式第 11号による補助金調書を作成しておかなければならな

い。 

 

（証拠書類の整理） 

第 28 条 補助事業者は、補助金に係る帳簿その他の証拠書類を、補助金支払い完了後

１０年間保存しなければならない。 

 

（地位の承継） 

第 29 条 補助事業者は、補助事業の全部の譲渡があるときは、知事の承認を受けて、

当該補助事業者の有している地位を、事業の全部の譲渡を受けた者に承継するこ

とができる。 

  ２ 前項の規定により、地位の承継をしようとする者は、様式第１２号による承認

申請書正副各 1通を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（理由の提示） 

第 30 条 知事は、補助金の交付の決定を取消し、補助事業の遂行の指示若しくは一時

停止の命令又は補助事業の是正のための指示をするときは、当該補助事業者に対

してその理由を示さなければならない。 

 

 

   附 則 

  （施行期日） 

  この要領は、平成１８年１月１３日から施行する。 



様式第 1号（第４条関係） 

 

年度紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 三 重 県 知 事  様 

 

         申請者    住  所 

                           氏名又は名称及び 

                                             代 表 者 氏 名        印 

 

   年度において、紀南中核的交流施設整備事業支援補助金       円を交付さ

れるよう、三重県補助金等交付規則第３条の規定により、次の関係書類を添えて申請しま

す。 

 

 

関係書類 

１ 事業計画書 

２ 事業収支予算書 

３ 施設全体収支予算書 

４ 施設別収支予算書 

５ 実施設計書 

６ 事業費の積算書及び見積書（契約の予定を証明する書類）又は契約書の写し 

７ 工事費及び利子の資金返済計画 

 

  

備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（その１）（第４条関係） 

 

年度紀南中核的交流施設整備事業支援補助金事業計画書 

 

 全体事業計画 

事業区分  

事業内容の概要  

 

 

 

 

 

 

 

事業費  

備考  

 

 年度事業計画 

事業区分  

事業内容の概要  

 

 

 

 

 

 

 

事業費 

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） 

 

補助事業に要す

る経費 

（Ａ）＋（Ｂ） 

 

県 補 助 金

（Ａ） 

 

市町村補助

金（Ｂ） 

 

 

負 

担 

区 

分 その他（Ｃ）  

着工（着手） 

予定年月日 

  

工

期

等 

竣工（完成）

予定年月日 

 

備考  

 

 

関係書類 

１ 事業概要（目的、施設の概要、事業の概要、集客及び収支見込み、スケジュール） 

２ 事業費内訳書 

３ 施設の配置図、平面図等 

 

 

備 考 

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 



様式第２号（その２）（第４条関係） 

 

年度紀南中核的交流施設整備事業支援補助金事業収支予算書 

 

１ 収入 

予  算  額 

事業区分 事 業 名 県補助

金 

市町村

補助金 

その他 合 計 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

合  計       

 

２ 支出 

区  分 事   業   名 予算額 備 考 

１ 事業費 

①調査設計費 

 

②工事費 

 

③什器備品 

 

④開業準備経費 

 

⑤利子 

 

 

２  

 

３  

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

   

合  計    

 

 

備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付申請取下届出書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 三 重 県 知 事  様 

 

          申請者  住  所 

                            氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって交付の決定の通知を受けた紀南中核的交流

施設整備事業支援補助金の申請は、下記の理由により取り下げたいので、紀南中核的交流

施設整備事業支援補助金交付要領第８条第２項の規定により届け出ます。 

記 

１ 取り下げ理由 

 

 

備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条及び第１３条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付変更（中止又は廃止）承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

 

     申請者  住  所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって交付の決定の通知のあった紀南中核的交流

施設整備事業支援補助金について、下記のとおり変更（中止又は廃止）したいので、紀南

中核的交流施設整備事業支援補助金交付要領第９条（第１３条）の規定によりその承認を

申請します。 

記 

１ 変更（中止又は廃止）理由 

 

 

 関係書類 

１ 事業計画書 

２ 事業収支予算書 

３ 施設全体収支予算書 

４ 施設別収支予算書 

５ 実施設計書 

６ 事業費の積算書及び見積書（契約の予定を証明する書類）又は契約書の写し 

７ その他変更に係る資料 

 

 

 （注）１ 事業計画書及び事業収支予算書は、変更のある部分について、変更前（かっ

こ書・上段記載）と変更後を比較対照できるよう 2段書きとする。 

    ２ 変更内容及び理由（中止又は廃止理由）については、できる限り詳細に具体

的に記載する。 

 

 

 備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１２条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金補助事業着手届出書 

 

番   号 

年 月 日 

 

  三 重 県 知 事  様 

     申請者  住  所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

   年 月 日付け  第  号で交付の決定の通知のあった紀南中核的交流施設整備 

事業支援補助金補助事業に着手したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 事業着手日 

 

 

備 考 

  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

様式第５－２号（第１２条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金補助事業事前着工届出書 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

       申請者  住  所 

                氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名       印 

 

    年 月 日付け  第  号で交付の申請をした紀南中核的交流施設整備事業支

援補助金補助事業に事前着工したので、下記のとおり届け出ます。 

なお、交付の決定がない場合に至っても、異議はありません。 

記 

１ 着工日 

２ 事前着工を行う理由 

 

 

 備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１４条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金事業遅延報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

    申請者   住  所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号で交付の決定の通知のあった紀南中核的交流施設整 

              が予定期間内に完了しないので 

備事業支援補助金補助事業                  紀南中核的交流施設整 

              の遂行が困難となったので 

備事業支援補助金交付要領第１４条の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 補助事業の進捗状況 

２ 事故の内容及び原因 

３ 補助事業に係る収支予算、事故発生までに要した経費の収支状況 

及び補助金の交付決定額 

４ 事故に対してとった措置及び今後とろうとしている措置 

 

備 考 

  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



様式第７号（第１５条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金補助事業実施状況報告書（第  四半期） 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

 

申請者   住  所 

                            氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって交付の決定の通知のあった紀南中核的交流

施設整備事業支援補助金について、紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付要領第 

１５条の規定により補助事業の実施状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

費 目 

本 年 度 の 

計 画 額 

① 

前期 まで の 

実 施 額 

② 

今期 まで の 

実 施 額 

③ 

進 行 率 

②＋③ 

   ①  ％ 

摘  要 

      

 

（注）１ 摘要の欄には、今期の具体的内容を記載すること。 

 

 

 関係書類 

１ 事業成績書 

２ 事業収支予算書 

３ 運営施設別成績書 

４ 実施設計書 

５ 事業費積算書及び契約書の写し 
 

 

備 考 

  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１７条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金事業実績報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

 

        申請者    住  所 

                            氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって交付の決定の通知のあった紀南中核的交流 

                     は、   年 月 日をもって完了（終了、 

施設整備事業支援補助金にかかる補助事業 

                     の平成 年度における実績について 

廃止）しましたので、 

           三重県補助金等交付規則第１０条（又は第１２条）の規定により 

 

下記のとおり報告します。 

記 

１ 補助事業の実施状況 

 

(1) 補助事業の名称及びその内容 

 

(2) 補助事業の着手及び完了年月日 

 

(3) 補助事業収支状況 

 

 ア 支出実績額           円  （予算額         円） 

 

 イ 補助金充当額          円  （交付決定額       円） 

 

 

 関係書類 

１ 事業成績書 

２ 収支精算書 

３ 運営施設別成績書 

４ 精算設計書 

５ 事業費精算書及び契約書または支払領収書の写し 

 

 

 備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第２０条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金支払請求書 

 

番   号 

年 月 日 

三 重 県 知 事  様 

   申請者  住所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって交付の決定の通知のあった紀南中核的交流

施設整備事業支援補助金の精算払（概算払）を受けたいので、紀南中核的交流施設整備事

業支援補助金交付要領第２０条の規定により下記のとおり請求します。 

記 

１ 金            円也 

２ その請求額の内訳 

 （精算払の場合） 

項   目 交付 決定 額 
確 定 額

① 

概算金受領額 

② 

差引 請求 額 

①－② 

１ 事業費 

 

(1)調査設計費 

(2)工事費 

(3)什器備品 

(4)開業準備に 

要する経費 

(5) 利子 

 

    

合   計 
    

 

 （概算払の場合）                  平成  年  月  日現在                  

既受領額

（Ｂ） 
今回請求額（Ｃ） 

（Ａ）－ 

（（Ｂ）＋（Ｃ）） 

項    目 

補助 

対象 

経費 

 

交付

決定

額

（Ａ） 

 

 

金額 

 

出来

高 

 

金額 

 

○月○日

迄予定出

来高 

金額 

○月○日

迄予定出

来高 

事業

完了

予定

年月

日 

備考 

１ 事業費 

 

(1) 調査設計費 

(2)工事費 

(3)什器、備品 

(4)開業準備に 

要する経費 

(5) 利子 

 

          

合   計 
          

備 考 

  用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ４とする。 



様式第１０号（第２５条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金事業財産処分承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

 

   申請者  住所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって補助金の額の確定通知のあった紀南中核的

交流施設整備事業支援補助金補助事業に関する財産の処分の承認を受けたいので、紀南中

核的交流施設整備事業支援補助金交付要領第２５条の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 処分しようとする財産及びその理由 

 

財 産 の 名 称 仕  様 処分 の方 法 処分 の時 期 処分 の理 由 

 

 

    

 

２ 相手方（住所、氏名、使用の目的及び条件） 

 

 （注） 処分の方法欄には、使用、譲渡し、交換、貸付け又は担保の提供の別を記載 

    すること。 

 

 

 備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ４とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第２９条関係） 

 

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金地位承継承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

   三 重 県 知 事  様 

 

申請者（被承継者） 

        住所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

申請者（承継者） 

        住所 

              氏名又は名称及び 

代 表 者 氏 名        印 

 

    年 月 日付け  第  号をもって交付の決定の通知のあった紀南中核的交流

施設整備事業支援補助金補助事業に関する補助事業者の地位の承継の承認を受けたいので、

紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付要領第２９条の規定により下記のとおり申請

します。 

 

記 

１ 承継の理由 

２ 承継の年月日 

 

 

 関係書類 

１ 承継者の運営実績 

２ 事業計画書 

３ 事業収支予算書 

４ 運営施設別計画書 

５ 実施設計書 

６ 事業費の積算書及び見積書（契約の予定を証明する書類）又は契約書の写し 

７ 工事費及び利子の資金返済計画 

 

 

 備 考 

   用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ４とする。 

 

 

 



様式第１１号（第２７条関係） 

 

年度紀南中核的交流施設整備事業支援補助金調書 

 

補     助     金     事     業     者 

歳        入 歳                     出 

歳  出 

 

予  算 

 

科  目 

交  付 

 

決  定 

 

の  額 
科 目 

予 算 

現 額 

収 入 

済 額 
科 目 

予 算 

現 額 

う ち 

補助金 

相当額 

支 出 

済 額 

う ち 

補助金 

相当額 

翌年度 

繰越額 

う ち 

補助金 

相当額 

備 考 

             

 


